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□

本書は，近代日本最大の内戦である西南戦争

を経験し藩閥政治の中核となった鹿児島県での

社会運動史を明らかにしようとしたものであ

る。自由民権運動，労働運動，農民運動，社会

主義運動，プロレタリア作家同盟などについて，

運動参加者の聞き取りを踏まえて分析されてい

る。1990年代初頭まで，鹿児島県社会運動史に

ついての研究書はほとんど存在しなかった（荒

川章二・梅田俊英・大野節子・横関至『地方社

会運動史・労働運動史研究の現状－1990年代初

頭までを中心に－』法政大学大原社会問題研究

所ワーキング・ペーパー第21号，2005年，参照）。

その後も，当県の社会運動史に関する研究書は

稀である。そうであるが故に，代表的人物の分

析を通して社会運動史を解明した本書は極めて

貴重な業績である。なお，評者は自由民権運動

史には全くの素人であり，自由民権運動史に関

する問題については然るべき方に委ねざるをえ

ないことをお断りしておきたい。その上で，評

者が発言しうる農民運動史研究を中心とする事

柄について検討していきたい。

対象とされた人物は多彩である。鹿児島県社

会運動の草分け的存在で山川均の同志社中学時

代以来の親友であった浜田仁左衛門や，浜田の

後を継いで社会運動の指導者となり社会大衆

党・社会党の代議士であった冨吉榮二，そして

第七高等学校の学生運動家で後に共産党や社会

党で活動した村尾薩男，喜入虎太郎，是枝恭二，

山田六左衛門，佐多忠隆らが取り上げられてい

る。さらには，小作争議に参加し農民組合で活

動した農民からの聞き取りの記録が収録されて

いる（第３部，第４部）。そこには，組合事務

所の「事務員のような小使い」であったと自己

を位置づける萬徳金左衛門（254頁），「鹿児島

県農民組合の青年部長」であった吉永嘉十郎

（283頁），さらに，農民組合史刊行会編『農民

組合運動史』（日刊農業新聞社，1960年，505頁）

では「日農鹿児島県連」の幹部に挙げられてい

る川崎榮喜からの聞き取りが収められている。

また，農民運動，プロレタリア作家同盟に参加

した小学校教諭の木原安弥については，第4部

全体があてられ，他の聞き取り箇所でも言及さ

れている（284頁，294頁，296頁，298頁）。

執筆担当者は，教師経験のある川嵜兼孝，久

米雅章両氏と社会党県本部書記局員であった松

永明敏氏である。三氏による分析に加えて，歴

史教育者協議会姶良・伊佐地区サークルによる

1975年時点での聞き取り調査の結果が掲載され

ている。

本書の構成と執筆分担を，目次によって，示

しておこう。

第１部　「明治初期の民権運動と士族」

（久米雅章氏）

第２部　「明治後期，大正，昭和前期の農民

運動，労働運動，社会主義運動」

（松永明敏氏）

第３部　「農民運動史の人々」

（鹿児島県歴史教育者協議会姶良・伊佐

地区サークル）

第４部　「プロレタリア作家同盟事件と木原

安弥」（川嵜兼孝氏）

資料　「柏田盛文『国会開設建言書』写本」

川嵜兼孝・久米雅章・松永明敏，
鹿児島県歴史教育者協議会

姶良・伊佐地区サークル著

『鹿児島近代社会運動史』

評者：横関　　至
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（解説　大武進氏）

本書の注目点は，以下の点にある。まず，藩

閥政治の拠点であった鹿児島県での自由民権運

動の実態が，西南戦争後の旧薩摩藩内部での政

治抗争を背景として分析されていることであ

る。西郷軍への不参加者への仕打ちの実態，敗

残兵としての屈辱を振り払うべく自由民権運動

に参加していく姿が描かれている。次に，浜田

から冨吉へと農民運動の指導者が交代したが，

その要因の１つとして浜田の父親の西郷軍への

不参加という経歴があったと指摘されているこ

とである（257頁）。聞き取りによれば，浜田の

父親は西南戦争後の旧薩摩藩内部での政治抗争

のなかで殺害された（97頁，257頁）。第３に，

農民運動と水平運動との関連について，本書は

貴重な聞き取りを得ている。「鹿児島県農民組

合の青年部長」であった吉永嘉十郎は，聞き手

の側からの「町内のそういう部落に出かけて行

って，仲間を広げることをされたのですか」と

の問いかけに「はい」と答えている（288頁）。

その上で，「個人的にはよく共鳴しているので

すが，周囲に理解を示さない人がおって，そん

な関係で表面には立てない人が多かったようで

す」，「共鳴して貰ったことの証拠として，選挙

になれば冨吉さんへの票がたくさんあった」と

述べている（同上）。この発言は，農民運動と

水平運動との関連を検討する作業にとって重要

であるだけではなく，冨吉榮二の選挙での支持

基盤の検討においても看過できないものであ

る。第４に，第七高等学校の学生と農民との関

わりについての聞き取りである。本書は，七高

の学生の農民への働きかけについて「どのよう

な接触をし，一緒の行動や語らいがあったのか，

はっきりしない」（115頁）と記しているが，本

書所収の聞き取り（265－266頁）は村尾，喜入，

佐多らの働きかけの具体像を明らかにしてい

る。第５に，冨吉榮二の選挙での強さと翼賛選

挙での裁判闘争について検討されたことであ

る。1927年の普通選挙によるはじめての府県会

議員選挙で，運動先進地ではなかった鹿児島県

で冨吉が当選したことは注目をあびた。その後

も冨吉は総選挙において支持の強固さを示し

た。農民組合の力は弱くなったとしても，冨吉

への選挙における支持は継続したのである。今

後の検討課題は，運動先進地との比較検討であ

る。その際には，農民運動の先進地香川県を分

析対象とした拙著『近代農民運動と政党政治』

（御茶の水書房，1999年）が検討素材の１つと

なろう。

ここで，幾つかの疑問点を指摘しておかねば

ならない。

第１の疑問点は，「封建的悪弊」のとらえ方

である。「全国的にも地主・小作関係の中に，

『階級』『支配と被支配』『差別』といった封建

的悪弊が姿，名称を変えて存続し，その社会構

造は太平洋戦争まで続いていた」（82頁）とい

う記述があるが，「階級」，「支配と被支配」，

「差別」といった事柄は「封建的悪弊」であっ

て，資本主義とは無縁のものなのであろうか。

「階級」，「支配と被支配」，「差別」といった事

柄は，資本主義の下でも顕在化する問題ではな

かろうか。

第２の疑問点は，「必然」という用語を使用

して社会運動を説明していることへの疑問であ

る。「明治の鹿児島県が日本資本主義社会を構

成する一地域である以上，その必然から逃れる

ことはできず」（67頁）という表現がある。「大

正時代」の「後期」については「社会運動が盛

り上が」り，「普通選挙法が制定されるという

情勢も加わった。その結果，必然的に政党結成

の動きが起こり，選挙闘争がはじまった」（155

頁）と記されている。そして，「昭和初期の労

働運動」については，「大正時代の運動に比べ
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ると質・量ともに大きな変化をとげている。そ

れは，日本資本主義の発達，中でも工業化が進

むにつれ必然的に発展してきたものであった」

（166頁）と書かれている。しかし，こうした

「必然」論からは，社会運動発生に果たした指

導的人物の役割を解明することはできないので

はなかろうか。本書は他の箇所で指導的人物の

存在如何が運動展開に重要な意味をもったと力

説している（69頁，73頁，74頁，141頁，147頁）

が，これとの整合性が問われよう。

第３の疑問点は，章構成に関してである。

「明治期の労働運動」と題した第３章が１頁の

み（99頁）であるというのは，本文344頁の本

書のなかで著しくバランスを欠いている。労働

運動について論じている他の箇所（117－120頁

のメーデー，121－126頁，166－174頁）とあわ

せて，章を設定すべきではなかったろうか。

第４の疑問点は，農民運動展開の地域差につ

いての先学の研究への対応である。本書は国分

地方が農民運動展開の中心になったのは何故か

という問題を繰り返し提起しつつ（69頁，73頁，

141頁，142頁，146頁），浜田，富吉という指導

的人物の存在という点から説明している（73頁，

74頁，141頁，147頁）。そこでは，煙草耕作等

の商品生産の展開に着目してこの問題の解明を

めざした先学の研究には論及されていない。鹿

児島県著作兼発行『鹿児島県農地改革史』

（1954年）の「第７節　鹿児島県農業の地域性」

や，藩政期からの煙草などの商品生産の展開に

ついて論じた岩片磯雄・山田龍雄「鹿児島県農

業史」（農業発達史調査会編著『日本農業発達

史』２巻，中央公論社，1954年）および原口虎

雄・西山武一「鹿児島県近代農業史」（同前

『日本農業発達史』別巻，上，中央公論社，

1958年）等の再検討が必要となろう。さらに，

鹿児島県部落史編さん委員会編集・鹿児島県発

行『鹿児島県の部落史』（1992年）が「煙草争

議という特異な問題」（同書，105頁）に着目し

ていることとの関連も問われよう。

疑問点の５つめは，翼賛選挙に関する裁判で

選挙無効，やり直しという判決が出たことにつ

いて，「この裁判闘争は，社会運動からみてき

わめて重要な意義がある。虐げられ，弾圧の連

続であった冨吉の勝利に，惜しみない拍手を送

りたい」（245頁）との評価を下されていること

への疑問である。選挙干渉下での選挙を無効と

した判決が権利侵害をくい止めたものであるこ

とは確かである。その限りでは，裁判における

勝訴であった。しかし，それは「勝利」と呼び

うるものなのであろうか。しかも，1945年に実

施されたやり直し選挙での結果は「当選者の顔

ぶれは変わらなかった」（241頁）のである。こ

の点をも勘案すれば，「勝利」という表現には

違和感を抱かざるをえない。なお，本書では矢

澤久純氏の研究（「第21回衆議院選挙鹿児島第

２区無効判決と司法権の独立」中央大学法学会

『法学新報』108巻２号，2001年）を援用してお

られる（241頁－247頁）が，その論文が主とし

て使用した資料集（吉見義明・横関至編著『資

料日本現代史　５　翼賛選挙　２』大月書店，

1981年）については，書名の紹介があるだけで

あり（242頁），巻末の「主要参考文献一覧」に

も記載されていない。しかし，この資料集には，

本書の記述と関連する次のような資料が掲載さ

れている。２区の冨吉榮二や３区の山元亀次郎

の訴状（前掲『資料日本現代史　５　翼賛選挙

２』104－107頁）や鹿児島地方裁判所検事正の

司法大臣，検事総長，長崎控訴院検事長宛の告

訴受理報告（同上，111－121頁），鹿児島県警

察部長の鹿児島地方裁判所検事正宛の「選挙無

効訴訟ニ関スル件」（同上，121－125頁），鹿児

島県警察部長の内務省警保局警務課長宛の「選

挙無効訴訟ニ関スル件」（同上，125－128頁），

1945年３月１日の鹿児島県第２区選挙無効訴訟
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事件大審院判決（同上，182－209頁）等。検討

されて然るべき資料集であったろう。

疑問点の最後は，山元亀次郎に関する記述に

ついてである。山元の経歴について，「衆議院

事務局に問いただしたが『山元亀次郎さんの議

席があったことは確かですが，在籍期間とプロ

フィールは分かりません。写真もありません』

といった内容の返事であった」（230頁）と記さ

れている。しかし，衆議院・参議院編集，大蔵

省印刷局発行の『議会制度百年史　衆議院議員

名鑑』（1990年）691頁には，経歴が記されてい

る。ただ，在籍期間については「当選１回（20

再・失）」とあるのみである。次に，本書では，

「山元は，17年４月の第21回衆議院議員選挙に

は立候補していない」（230頁）と記されている。

しかし，山元はこの選挙（翼賛選挙）に立候補

しており，選挙無効の訴訟の原告であった（前

掲『資料日本現代史　５　翼賛選挙　２』104－

105頁）。公明選挙連盟編集・発行『衆議院議員

選挙の実績』（1967年）436頁でも，候補者とし

て記載されている。本書では，「奄美地方」は

県下社会運動の３つの中心地の１つであったと

規定されている（185頁）。山元は，そこを基盤

として活動した政治家である。本書は，冨吉榮

二に重点を置くあまり，社会運動と関わりを持

っていた他の政治家についての分析が充分なさ

れていないのではなかろうか。

今後検討すべき幾つかの事柄について，提案

しておきたい。

まず第１は，自由民権運動に関与していた

人々が1920年代以降の社会運動，無産政党にど

のような関わりをしたのかという点の解明であ

る。そこでは，西南戦争への参加をめぐる対立

が数十年後の農民運動指導にも関わるという鹿

児島県独自の問題がどのような作用を及ぼして

いるのかの検討が必要となろう。

次に，山川均研究との関連である。本書は山

川均と鹿児島県とのつながりを強調している

（97－98頁，100－109頁）が，山川自身が鹿児

島との関わりをどう考えていたのかを検討しな

ければなるまい。自伝において，山川は「鹿児

島の風光も気候も気に入ったが，しょせん私の

定住すべき土地ではなかった」（山川菊栄・向

坂逸郎編『山川均自伝』岩波書店，1961年，

344頁），「はじめから鹿児島は私に用のない土

地だった」（同上）と記している。ここには，

困難な地域で活動している人たちが存在するこ

とへの畏敬の念は，欠片もない。山川が志向し

たのは，比較的自由な東京での活動であった。

地方での改革を避けて中央を志向するという山

川の態度は，山川の社会主義論を検討する際の

課題とすべき事柄ではなかろうか。なお，「山

川が浜田夫妻にあてた多くの書簡も残されてい

る」（103頁）と記されているが，1907年から08

年の時期の山川と浜田の往復書簡は田中勝之・

山崎耕一郎編『山川均全集』第１巻（勁草書房，

2003年，555－574頁）に収録されている。

３つめの検討課題は，鹿児島県での社会運動

の３つの中心地の１つと位置づけられている奄

美大島で全島あげてのキリスト教排撃がおこっ

たこと（219－223頁）をどのように評価すべき

かという問題である。軍の強要があったとはい

え，何故こうした排撃が可能だったのか，その

ことと社会運動の中心地であったこととの関わ

りが問われよう。

４つめの検討課題は，井之口政雄と鹿児島県

との関わりについてである。本書では，1923年

５月１日の鹿児島県で初めてのメーデーを主催

した鹿児島社会問題研究会の会長で同年７月７

日に鹿児島市で検挙された「井之口正夫」（117

頁，118頁）と，「中央段階で活躍した鹿児島県

出身者」として「戦後も共産党の指導者として

名前が出てくる」者の一人に挙げられている

「井之口正男」（202頁）が，1949年の選挙で共
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産党から立候補して当選した兵庫県第２区選出

の井之口政雄と同一人物であるとみなされてい

る（120頁）。生年，学歴，共産党入党までの活

動内容についての本書の記述（120頁）は，『日

本社会運動人名辞典』（青木書店，1979年）の

「井之口政雄」の項目および近代日本社会運動

史人物大事典編集委員会編『近代日本社会運動

史人物大事典』（日外アソシエーツ，1997年）

第１巻の「井之口政雄」の項目とほぼ同一であ

る。しかし，1923年時点での井之口の活動場所

についての記述は，大きく異なっている。『日

本社会運動人名辞典』69頁では，「1923年共産

党に入党，25年９月『無産者新聞』の記者とな

った。その間，24年大阪日刊新聞関西日報社に

勤務」と記されており，1923年時点で鹿児島で

活動していたとの記載は，無い。『近代日本社

会運動史人物大事典』第１巻373頁では，井之

口政雄は「兵役を終えて23年に日本共産党に入

党，山川均の指示で東京・亀戸の川合義虎らの

南葛労働組合に配属された。関東大震災に際し，

川合らの虐殺された亀戸事件の難を逃れて大阪

に移った」となっている。ここでも，井之口政

雄が1923年時点で鹿児島で活動していたとの記

載は，無い。また，二村一夫氏執筆の『無産者

新聞』解題での井之口政雄の経歴紹介は，井之

口の予審調書や石堂清倫・中野重治・原泉編

『西田信春書簡・追憶』（土筆社，1970年）を使

用して，慶應義塾大学理財科本科を「21年退学

した。退学後，21年12月より翌年11月まで一年

志願兵として鹿児島歩兵聯隊に入隊。24年春か

ら秋頃まで大阪の関西日報の記者として勤め

た」（法政大学大原社会問題研究所編『無産者

新聞（4）』付録16頁，法政大学出版局，1979年）

と記している。ここでは，1922年11月から24年

春までの時期についての経歴は書かれていな

い。このように各文献によって記述が異なって

おり，井之口政雄が鹿児島県で活動していたか

どうかは定かでない。ところで，井之口政雄の

1929年７月２日の第２回訊問調書には，1922年

11月の鹿児島歩兵聯隊からの除隊後の活動につ

いて次のように記されている。「除隊後ハ鹿児

島，沖縄両県下ノ労働組合運動ニ干係シテ居リ

マシタカ約１年ノ後関西日報ノ記者トナリ」と

（『徳田球一外36名治安維持法違反被告事件　予

審訊問調書謄本　全81冊ノ70ノ２』法政大学大

原社会問題研究所所蔵，70ノ526頁）。これが事

実であるとすると，井之口政雄が「南葛労働組

合に配属」されたという点については疑問が出

てくることになり，1923年５月の鹿児島県での

メーデー主催者であったという可能性はあると

いうことになる。鹿児島県で活動した「井之口

正夫」・「井之口正男」と，戦後に共産党衆議

院議員となった井之口政雄は同一人物であった

のかどうか，確定していただきたい。

検討すべき最後の点は，人物の特定である。

まず，「伏原幸雄」，「伏原幸男」と「伏見幸男」

についてである。本書では，「伏原幸雄」なる

人物が外部から農民運動に加わり「書記長」で

あったとされている（253頁，299頁）。ところ

が，1926年９月の鹿児島電気軌道会社でのスト

ライキの応援にかけつけて検挙された人物は，

「西国分村の日本農民組合鹿児島支部幹事・伏

原幸男」（167頁）であった。338頁では，「農民

組合の書記」の「伏原幸男」となっている。本

書での「伏原幸雄」と「伏原幸男」は，同一人

物なのかどうか。さらには，前述の『農民組合

運動史』342頁，579頁では，「伏原幸雄」は

1926年３月９日に創立された日本農民組合青年

部の執行委員であり，1929年の四・一六事件の

後に青年部の再建準備委員となっている。とこ

ろが，同書の鹿児島県の項目では，組合の書記

局で活動した人物は「伏見幸男」と記されてい

る（同上，505頁）。「伏原幸雄」，「伏原幸男」

と「伏見幸男」は同一人物なのかどうかの検討
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が必要となる。この他，全農全会派の県連委員

長であった人物は「内田市二」（280頁）なのか

「内田一二」（228頁）なのか，奄美新興同志会

の「かざり潮光」氏の漢字表記は，「古潮光」

（193頁，194頁）なのか，「文潮光」（187頁）な

のか等を検討していただきたい。

希望事項を最後に１つ。是非とも，事項索引

と振り仮名つきの人名索引をつけていただきた

かった。人名索引は，人物分析をとおしての運

動史研究をめざす本書にとっては，活動家達の

交流関係，人脈を把握するためにも，必須のも

のであったはずである。

本書が戦前・戦中の社会運動史，政党史研究

にとって看過できない書であることは間違いな

い。そうした書物であるが故に，疑問を提示し

批判点を提起することとなった。諒とされた

い。

（川嵜兼孝・久米雅章・松永明敏，鹿児島県歴

史教育者協議会姶良・伊佐地区サークル著

『鹿児島近代社会運動史』南方新社，2005年

12月刊，356頁，定価3600円＋税）

（よこぜき・いたる　法政大学大原社会問題研究所

兼任研究員）
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